
 

 

 

島田商工会議所会費に関する規約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島 田 商 工 会 議 所           

 

 

 

 



島田商工会議所会費に関する規約 

 

（会費納入義務） 

第１条  定款第 17条及び第 22条第 2項の規定により会員並びに特別会員は毎年会費 

        を納入する義務を負わなければならない。 

        会費 1口の金額は、金２，０００円とする。 

（会費口数） 

第２条 

（１）会費並びに特別会員の負担する会費の持口数は均等割個人４口、法人７口、の 

      ほか別表の基準により毎年１月１日現在の資本金額（個人及び法人で地区内 

      に本社を有しない支店、営業所、工場等は除く）による基準口数及び従業員数 

      による基準口数を合計した金額を年会費として納入する。 

（２）新たに加入するもののその年度の会費は次のとおりとする。 

（イ）4月 1日から 9月末日までに加入するものの会費は年額の全額 

（ロ）10月 1日から 3月末日までに加入するものの会費は年額の 2分の１ 

（支店、営業所、工場等の扱い） 

第３条  法人で地区内に本社を有しない支店、営業所、工場等は均等割及び従業員割 

        基準口数のほか、営業規模等を勘案して決定する。 

（特別会費） 

第 4条  議員及び役員（専務理事を除く）については一般会費のほか、次の金額によ 

        る特別会費を加算納入するものとする。 

（１）会        頭    ５００，０００円 

（２）副   会   頭    ３００，０００円 

（３）常議員・監事    １００，０００円 

（４）議        員      ６０，０００円 

（会費納入期限） 

第５条 会費の納期は、毎年 5 月とし、その年額を一括払込むものとする。但し、特別の

事情があって一括払込みができない場合は 5 月及び 10 月の 2 期に分納すること

ができる。 

（減免措置） 

第 6条  法人において営業成績が著しく不調の際は、決算公課表を参照して会費（資 

        本金額による基準）の減免をなすことができる。 

 ２  前項に規定するもののほか、特別な事情を有する場合は、常議員会の承認を得て 

    会費の減免をなすことができる。 

 

附  則  この規約は昭和６０年４月１日より施行する。 

附  則  この規約は平成３年４月１日より施行する。 

附  則  この規約は平成７年４月１日より施行する。 

附 則 この規約は平成１４年４月１日より施行する。 

附 則 この規約は平成３１年４月１日より施行する。 



別表  第 1 

資 本 金 額 に よ る 基 準                   

資 本 金 額         口   数 資 本 金 額         口   数 

  １５万円未満 ０ ９，５００万円迄 ３０ 

  ５０万 円 迄 １     １   億  円  迄 ３２ 

      ２００     〃 ２     １．５    〃 ５０ 

      ５００     〃 ３     ２        〃 ６５ 

      ７５０     〃 ４     ２．５    〃 ８０ 

  １，０００     〃 ５     ３        〃 ９５ 

  １，５００     〃 ７     ３．５    〃    １１０ 

  ２，０００     〃 ９     ４        〃    １２５ 

  ２，５００     〃 １１     ４．５    〃    １４０ 

  ３，０００     〃 １３     ５        〃    １５５ 

  ３，５００     〃 １５     ５．５    〃    １６５ 

  ４，０００     〃 １７     ６        〃    １７５ 

  ４，５００     〃 １９     ６．５    〃    １８５ 

  ５，０００     〃 ２１     ７        〃    １９５ 

  ５，５００     〃 ２２     ７．５    〃    ２０５ 

  ６，０００     〃 ２３     ８        〃    ２１５ 

  ６，５００     〃 ２４     ８．５    〃    ２２５ 

  ７，０００     〃 ２５     ９        〃    ２３５ 

  ７，５００     〃 ２６     ９．５    〃    ２４５ 

  ８，０００     〃 ２７   １０        〃    ２５５ 

  ８，５００     〃 ２８   １０   億円 以上    ２６０ 

  ９，０００     〃 ２９   ２０        〃 ２７０以上 

 

 



別表  第２ 

従 業 員 数 に よ る 基 準               

従 業 員 数 口数 従 業 員 数 口数 従 業 員 数 口数 

２人以下 ０ ２５０人以上 １２ ９５０人以上 ４０ 

３人以上 １    ３００  〃 １４ １，０００ 〃 ４２ 

    ２０  〃 ２    ３５０  〃 １６ １，１００ 〃 ４４ 

    ３０  〃 ３    ４００  〃 １８ １，２００ 〃 ４６ 

    ５０  〃 ４ 
   ４５０  〃 ２０ １，３００ 〃 ４８ 

   ５００  〃 ２２ １，４００ 〃 ５０ 

    ７０  〃 ５ 
   ５５０  〃 ２４ １，５００ 〃 ５２ 

   ６００  〃 ２６ １，６００ 〃 ５４ 

    ９０  〃 ６ 
   ６５０  〃 ２８ １，７００ 〃 ５６ 

   ７００  〃 ３０ １，８００ 〃 ５８ 

  １５０  〃 ８ 

   ７５０  〃 ３２ １，９００ 〃 ６０ 

   ８００  〃 ３４ ２，０００ 〃 
６２

以上 

  ２００  〃 １０ 
   ８５０  〃 ３６ 

  
   ９００  〃 ３８ 

 

 

１．資本金・従業員数共毎年１月１日現在による。 

 

 

２．法人会費 ＝ 均等割（７口） ＋ 資本金額による基準 ＋ 従業員数による基準口数 

                                  ま た は 勘 案 口 数           

 

 

３．個人会費 ＝ 均等割（４口） ＋ 従業員数による基準口数 


